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仕事と暮らし(家庭)が両立し、両者を楽

しむ生活、すなわちワークライフバランス

の実現は、医師、特に多くの勤務医にとっ

て容易ではない。

それを阻む最大の要因は・・・？

長すぎる労働時間･･･
過酷な労働環境･･･
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①労働環境改善のための取り組み

医師不足･社会保障財源の現実に対して、日本医師会

は政策提言など真摯に取り組むと同時に、今できること

を着実に実行する。

今あるスキームを用いて対応する。

●産業保健の視点から

●女性医師支援の視点から

※それぞれ、平成21年２月～３月に実施した勤務医、
女性医師の勤務環境の実態調査結果に基づいた対

応を推し進めた。
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●産業保健の視点から
→日本医師会｢勤務医の健康支援に関する

プロジェクト委員会」の活動

“医師の健康確保は患者安全、医療再生に不可欠”
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日本医師会｢勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会」

「勤務医の健康の現状と支援のあり方に関する調査」
に基づく支援策

日本医師会｢勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会」

「勤務医の健康の現状と支援のあり方に関する調査」
に基づく支援策

調査結果より
(調査対象：日医会員勤務医1万人を無

作為抽出→有効回答率40.6％）

■平均睡眠時間 ･･･６時間未満(41％)
■自宅待機 ･･･月に８日以上(20％)

２人に1人が、
■休日取得状況 ･･･月に４日以下
■クレーム経験 ･･半年以内に１回以上
■健康相談体制 ･･･自身の体調不良を

他人に相談しない

■メンタル面のサポート
・サポートが必要(９％）
・自身を否定的に見る(7％)
・１週間に数回以上死や自殺につい
て考える(６％）

２．病院管理者、産業医を対象
とし、ケーススタディを重視した「
医師の職場改善ワークショッ
プ研修会」の実施とその全国的
展開の推進
→H22･23年度20カ所で開催

２．病院管理者、産業医を対象
とし、ケーススタディを重視した「
医師の職場改善ワークショッ
プ研修会」の実施とその全国的
展開の推進
→H22･23年度20カ所で開催

１．医師、病院管理者の意識改
革･啓発のための「勤務医の健
康を守る病院7カ条」「医師が
元気に働く7カ条」パンフレット
作成･配布

１．医師、病院管理者の意識改
革･啓発のための「勤務医の健
康を守る病院7カ条」「医師が
元気に働く7カ条」パンフレット
作成･配布

３．「勤務医の労働時間ガイド
ライン」の作成に向けた検討
３．「勤務医の労働時間ガイド
ライン」の作成に向けた検討

医
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自覚・意識を高めるためのパンフレット作成自覚・意識を高めるためのパンフレット作成



●女性医師支援の視点から

・日本医師会｢男女共同参画委員会」及び
｢女性医師支援センター事業」の活動
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日本医師会｢女性医師の勤務環境の現況に関する調査」(平成21年3月）
より見えたこと
日本医師会｢女性医師の勤務環境の現況に関する調査」(平成21年3月）
より見えたこと

調査対象：国内全病院(8,880施設)に勤務する女性医師(回収:49.9％)
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１．女性医師も過酷な勤務環境にある

２．医師の勤務・労働に関して、法への十分な理

解がない。特に若い女性医師に非正規雇用
者が多く、出産・育児への法の保護が不十分

３．夫の育児・家事への協力度は、夫が医師であ
る場合はむしろ低い。

４．働き続けられる環境の整備、復帰支援体制が
不十分である。

５．女性医師は、様々な保育ｻｰﾋﾞｽ利用に対する

補助、及び学童保育の充実を求めている。

６．女性医師は、医師全体の勤務環境の改善、
医療への財政投入（それによる医師不足の解

消）、勤務医の身分の確立を求めている。

７．まだまだ男性中心の医療界だと感じている。

基本的に必要なこと

■ 医師全体の
勤務環境の改善

■ 医療への
適正な投資

■ 指導的立場、意
思決定機関への
女性の参画

基本的に必要なこと

■ 医師全体の
勤務環境の改善

■ 医療への
適正な投資

■ 指導的立場、意
思決定機関への
女性の参画



女性医師支援のため具体的に必要なこと女性医師支援のため具体的に必要なこと

１．法律の整備など

２．就業継続支援・再研修支援

３．出産・育児支援

４．意識改革
①若い女性医師･医学生への働きかけ･啓発
②病院管理者や病院長への働きかけ･啓発

５．指導的立場、意志決定機関への女性の参画に
ついての積極的な取り組み
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１．法律の整備など
－日本医師会から国等への要望例－

１．法律の整備など
－日本医師会から国等への要望例－

◇臨床研修中の産休・育休についての規程の整備について
厚生労働省に申し入れて実現

◇医療機関での短時間勤務正職員制度の導入について支援策
を申し入れ、平成20年度診療報酬改定で一部実現
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日本医師会会長が要望書を受
理。会長名で、関係省庁･政府
等に要望

◇災害時の男女共同参画についての要望(防災･災害･復興時
に男女共同参画の視点が反映されること等、首相、知事へ要
望） →努力するという回答

日本医師会会長宛に、会内の男女
共同参画委員会、女性医師支援セ
ンターから要望書提出



２．就業継続･再研修支援２．就業継続･再研修支援
「日本医師会女性医師バンク」※ 平成１９年１月３０日開設

☆ 会員・非会員を問わず利用できる
☆ 求人・求職共に無料
☆ 現役医師がコーディネーターとして相談・マッチングを行う

■就業継続支援

・成立件数 302件
・登録件数 延べ 3,743件

求職延べ 646名

■再研修支援

・成立件数 17件
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平成24年6月末現在

※日本医師会女性医師支援センター事業(厚生労働省
委託事業）の中核となる事業



３．出産・育児支援３．出産・育児支援

①保育ｼｽﾃﾑ相談員設置（地域で既にある利用可能な種々
の保育ｻｰﾋﾞｽについて紹介等を行う。）
→国に支援要望→平成21年度より女性医師等就労支援事業として、女性医

師等相談窓口の予算措置実現。現在、約20の都道府県医師会で実施。

②院内保育所整備の他、様々な保育サービスを利用するため
の経済的補助について
→平成22年度、相談窓口を通じて等の形で、国1/2県1/2以内（他は医療機
関、医師会等が負担）でベビーシッター等の費用補助が可能となる
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③講演会・講習会などへの託児施設の併設促進と費用の
補助（育児中の医師の学習機会の確保）
→医師会主催の講演会等については、希望に応じて、託児サービスを平成
20年度から設けている。平成21年度から女性医師支援センター事業と
して補助金が出る。

④日本医師会会費の産休・育休中の減免
→平成22年４月より実施



４．意識改革への取り組み４．意識改革への取り組み

◇女子医学生、研修医等をｻﾎﾟｰﾄするための会

多様な女性医師の働き方を提示、女性医師センター事業として開催補助
金交付(平成18年度から実施、昨年度は５７カ所で実施）

◇ 「女性医師のキャリア支援」DVD作成

◇男女共同参画やワークライフバランスについての講義を医学
部教育カリキュラムへ導入するよう要望

→平成22年度モデル・コア･カリキュラム改訂版で採用される
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◇「女性医師の勤務環境の整備に関する病院長･病院開設
者･管理者等への講習会」

◇「男女共同参画フォーラム」の開催

◇医学生のための無料情報誌『ドクタラーゼ』に寄稿
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日本医師会の男女共同参画フォーラム日本医師会の男女共同参画フォーラム

回(開催日時､開催地) テ ー マ

第1回
（平成17年7月30日、日医会館） 女性医師は何を求め、何を求められているか

第2回
（平成18年7月29日、大阪府）

女性医師に関わる問題についての都道府県医師会の取り組
み状況報告、パネルディスカッションなど

第3回
（平成19年7月28日、神奈川県） 医師の勤務環境の改善を目指して

第4回
（平成20年7月19日、福岡県） 医療崩壊をくいとめるために、今何ができるか、何をすべきか

第5回
（平成21年7月25日、北海道）

今、医師の働き方を考える－ともに仕事を継続するために－

第6回
（平成22年7月24日、鹿児島県） 男女共同参画のための意識改革

第7回
（平成23年7月30日、秋田県） 「育てる」～男女共同参画のための意識改革から実践へ～

第8回
（平成24年7月28日、富山県） 変わる～男女共同参画が啓くワークライフバランス

女性医師

就労実態
報告

勤務環境
改善

意識改革

テーマの

変遷
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医学生向け
無料情報誌『ドクタラーゼ』

2012.4 創刊

医学生向け
無料情報誌『ドクタラーゼ』

2012.4 創刊

医学生に、医療界全体について
考える広い視野を持ってもらうと
ともに、医師会への理解を深めて
もらうことを目的として発行。

この中で、男女共同参画、女性
医師の働き方について、男女共
同参画委員会委員等の寄稿記事
、先輩女性医師インタビューなど
の形で掲載されている。



５．指導的立場、意志決定機関への女性の

参画についての積極的な取り組み

５．指導的立場、意志決定機関への女性の

参画についての積極的な取り組み

◇「2020年30％」の実現へ向けての積極的改善措置
（ポジティブ・アクション）

日本医師会の成果目標：「女性１割運動」
１．平成２４（２０１２）年度までに、委員会委員に女性を最低1名登用！
女性１割に！

２．平成２６（２０１４）年度までに、理事・監事に女性を最低1名、常任理事
に女性を最低1名登用！役員の女性の割合を１割に！

◇ 「『2020.30』推進懇話会」開催

◇日本医師会会内委員会への女性会員登用調査

◇都道府県医師会における女性医師に関わる問題への取りみ状
況調査

◇日本医師会理事に女性医師枠の創設を要望(男女共同参画委員会
から日本医師会会長へ）
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・医療の受け手である国民の半分は女性、国民からも
女性医師が求められている。

・医師国家試験合格者における女性の割合は、平成12
年より連続して３割を上回り、今後、医療に果たす
女性医師の役割は益々大きくなる。

・女性医師支援は、本来、出産･育児（乳児期の）につ
いて重点的に行われるべきだが、日本の現状は、管
理的･指導的分野に女性の意思が反映されることも
困難なうえ、家事･育児･介護は女性の役割という考
えが強く、今後も女性医師に対する特別な配慮･支
援は必要である。
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女性医師支援についてのまとめ女性医師支援についてのまとめ



さいごに

ワークライフバランスに配慮

して、女性医師が働きやすい

職場環境をつくるには、男性

医師、その他の医療職、そし

て患者さんの理解と協力が必

要である。
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ご清聴ありがとうございました


